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都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事  殿 

 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長  

小 森  貴 

 

 

 

不活化ポリオワクチン導入に係る関係自治体担当者会議資料の送付について 

 

 

標記会議が平成２４年６月１日開催され、厚生労働省より本会に対し情報提

供（資料提供）がありましたので貴会宛お送り申し上げます。 

なお、ポリオの定期接種のワクチンについては、本年９月１日より生ポリオ

ワクチンから不活化ポリオワクチンに一斉に切り替えることとし、接種体制の

構築など導入に向けた準備を円滑に進められるよう、資料１の事務連絡が厚生

労働省より各都道府県予防接種担当課宛になされております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下

郡市区医師会等に対する周知方について、ご高配の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

 



社団法人日本医師会

常任理事小森貴

不活化ポリオワクチン導入に係る関係自治体担当者会議について(情報提供)

殿

標記について、本日、厚生労働省において、都道府県、政令市、中核市、保健所設

置市及び特別区を対象とした説明会を開催いたしましたので、会議資料を送付いたし

ます。

つきましては、本件についてビ承知いただくとともに、都道府県医師会

および貴会会員に対する周知方ご協力いただきたくよろしくお願い申し上

げます。
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不活化ポリオワクチン導入に係る関係自治体担当者会議 

－ 議 事 次 第 － 

 

 

平成２４年６月１日（金）  

１４：００～１６：００ 

厚生労働省講堂 

 

 

１．開 会（健康局長挨拶） 

 

２．議 事  

（１）不活化ポリオワクチンの円滑な導入について 

（２）その他 

 

３．質疑応答 

 

４．閉 会 

 

 

 

○ 資 料 

   資料１ 事務連絡（不活化ポリオワクチン導入に係る準備方依頼について） 

   資料２ 単独の不活化ポリオワクチンの導入について 

   資料３ 不活化ポリオワクチン導入に係る質疑応答について 

   資料４ 不活化ポリオワクチンに関する広報資料 

   資料５ 不活化ポリオワクチン添付文書（案） 
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事 務 連 絡 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １日 

 
   

各 都道府県 予防接種担当課 御中   
    

 

                      

                     厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

 

不活化ポリオワクチンの導入に係る準備方依頼について 

 

 

 

  平素より、予防接種行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

   

  ポリオの定期接種ワクチンについては、本年 4月 27日に単独の不活化ポリオワクチ

ンが薬事承認されたことを受け、本年 9月 1日より、ポリオの定期接種ワクチンを生

ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンに一斉に切り替えることといたします。各

都道府県におかれましては、貴管内市町村が接種体制の構築など導入に向けた準備を

円滑に進められるよう、周知・協力方よろしくお願いいたします。 

 

別添１に「単独の不活化ポリオワクチンの導入について」、別添２に「定期の予防

接種の実施について」（平成 17年 1月 27日付健発第 0127005号健康局長通知）の別

添「定期（一類疾病）の予防接種実施要領」の改正案（新旧対照表）をお示しします

ので、併せてご参照願います。 

 

なお、別添２の通知（案）は、本年 8月に省令改正と併せて正式に通知する予定で

すが、市町村における準備を円滑に進めていただくため、案の段階のものをお示しし

ております。このため、今後の検討の過程で修正することがあることを予めご了解く

ださい。 

資料１ 



別添１ 

単独の不活化ポリオワクチンの導入について 

 

【ワクチンの種類】 

一般名：不活化ポリオワクチン（ソークワクチン） 

製造販売業者：サノフィパスツール株式会社 

薬事承認日：平成 24 年 4月 27日 

販売名 ：イモバックスポリオ皮下注 

 

【薬事承認上の用量用法】 

通常、1回 0.5ｍＬずつを 3回以上、皮下に注射する。 

接種上の注意：初回免疫については、生後 3 ヶ月から初回接種を開始し、3週間以上の 

間隔をおいて 3回接種する。なお、国内臨床試験を実施中のため、4回接種（追加 

免疫）後の有効性及び安全性は現時点では確立していない。 

※3回接種時に薬事申請が行われたため、現時点では暫定的にこのような用法で 

承認されており、4回接種のデータが整った際に見直される予定。 

 

【定期接種の対象年齢】 

対象年齢 ：生後 3月～90月に至るまでの間にある者  

標準的な接種期間  

1期初回接種：生後 3月～生後 12月に達するまでの期間 

1期追加接種：1期初回接種（3回）終了後 12月～18月に達するまでの期間（注 1） 

 

【定期接種の接種方法】 

1期初回接種：20日から 56日（注 2）までの間隔をおいて 3回皮下に注射 

1期追加接種：初回接種終了後 6月以上の間隔をおいて 1回皮下に注射（注 1） 

接種量は毎回 0.5ミリリットル 

 

（注1） 追加接種は、現在国内臨床試験を実施中のため、4 回接種（追加免疫）後の有効性及び

安全性は現時点では確立していない。このため、平成 24 年 9 月 1 日不活化ポリオワク

チン導入時には、追加接種は定期接種に含まれない。4 回接種のデータが整い次第、追

加接種として定期接種に導入される予定。 

 

（注2） 当分の間（3年程度）に限って、単独の不活化ポリオワクチンについては 20日以上の間

隔をおいて必要な回数（4 回以内）の接種をできることとする。これは、３種混合ワク

チンの既接種者、生ポリオワクチンの１回既接種者や、国内未承認ワクチンの一部既接

種者については、既に接種したワクチンとの関係で、接種間隔を一律に規定することが

困難であることから、単独の不活化ポリオワクチンの接種に当たっては、56日以上の間

隔をおいての接種を可能とするものである。なお、この場合であっても、既接種のポリ

オワクチンと通算して 3 回目までの接種については 20 日から 56 日までの間隔をおき、

4回目の接種については、3回目の接種から６か月以上の間隔をおくことが望ましい。 



 

【過去のポリオワクチン接種歴に応じた対応】 

・ 生ポリオワクチンを１回も接種していない者は、原則として単独の不活化ポリオ

ワクチンを 4回接種する。  

・ 生ポリオワクチンを 1回接種した者については、4回の不活化ポリオワクチンの接

種のうち 1 回の接種を終えたものとみなし、残り 3 回の不活化ポリオワクチンの接

種を行う。 

・ 海外等で、国内未承認の不活化ポリオワクチンを接種した者については、医師の

判断と保護者の同意に基づき、 4回の不活化ポリオワクチンの接種のうち、一部の

回数の接種を終えたものとみなすことができ、残りの回数の不活化ポリオワクチン

の接種を行う。ただし、平成 24年 9月 1日時点では、4回目の接種となる追加接種

は定期接種に含まれない。（前ページ、注１を参照） 

・ 生ポリオワクチンを 2 回接種した者については、不活化ポリオワクチンの追加接

種は不要。  

・ 3種混合ワクチンを 1回以上接種した者については、原則として単独の不活化ポリ

オワクチンを使用することとする。 

・ 今後、国内における臨床研究によって、単独の不活化ポリオワクチンと 4 種混合

ワクチンを併せて使用することについて、同等の効果が得られることが明らかにな

った場合には、単独の不活化ポリオワクチンと 4 種混合ワクチンの併用（4 回の接

種のうち、一部の回数は単独の不活化ポリオワクチンを接種し、残りの回数は 4 種

混合ワクチンを接種すること）が可能である。ただし、接種スケジュール上支障が

ない場合に限る。 

・ 4 種混合ワクチン導入後は、3 種混合ワクチン未接種者については、原則として 4

種混合ワクチンを使用する。 

 

【定期接種への導入予定日】 

平成 24年 9月 1日 

 

【メーカー希望小売価格】 

5，450円（税抜） 

 

【不活化ワクチン導入後の経口生ポリオワクチンの扱い】 

平成 24年 9月 1日以降は、経口生ポリオワクチンは定期接種の対象外となる。 

 

【DPT-IPV（4種混合ワクチン）の導入見通し】 

現在以下の 2社より薬事承認申請がなされ、審査が行われている。 

 ・ 阪大微生物病研究会製  薬事申請日：平成 23年 12月 27日 

 ・ 化学及血清療法研究所製 薬事申請日：平成 24年 1月 27日 

 4 種混合ワクチンの定期接種への導入については、単独の不活化ポリオワクチンの

導入後できるだけ早期に導入を目指すこととし、4 種混合ワクチンが発売され次第、

導入する（本年 11月目途）。 



 

【実施に伴う法令の改正（いずれも 24年 8 月改正の予定）】 

 ・予防接種実施規則（厚生労働省令） 

 ・定期（1類疾病）の予防接種実施要領（健康局長通知） 



                 （案） 

 

定期（一類疾病）の予防接種実施要領 新旧対照表 

改正案 現行 

第１ 総論 

 

１【省略】 

 

２ 対象者等に対する周知 

（１）～（６）【省略】 

（７）急性灰白髄炎の予防接種の対象者について

は、原則として、平成 24 年 9 月 1 日より前の

接種歴に応じた接種回数とすることから、予防

接種台帳による確認や保護者からの聞き取り

等を十分に行い、接種歴の把握に努め、第二２

に規定する方法により実施すること。 

 

３～５【省略】 

 

６ 接種液 

（１）【省略】 

（２）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定める

ところによるほか、所定の温度が保たれている

ことを温度計によって確認できる冷蔵庫等を

使用する方法によること。 

   また、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混

合ワクチン、破傷風混合トキソイド及び日本脳

炎ワクチンにあっては、凍結しないよう留意す

ること。 

 

 

 

７～１１【省略】 

 

１２ 接種時の注意 

（１）ア～エ【省略】 

オ 結核以外の疾病にかかる予防接種にあ

っては、原則として上腕伸側に火か接種に

より行う。接種前には接種部位をアルコー

第１ 総論 

 

１【省略】 

 

２ 対象者等に対する周知 

（１）～（６）【省略】 

（７）【新設】 

 

 

 

 

 

 

３～５【省略】 

 

６ 接種液 

（１）【省略】 

（２）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定める

ところによるほか、所定の温度が保たれている

ことを温度計によって確認できる冷蔵庫等を

使用する方法によること。 

   また、経口生ポリオワクチンは、ディープフ

リーザー中に保存し、所定の貯蔵条件（-20℃

以下）を維持すること。沈降精製百日せきジフ

テリア破傷風混合ワクチン、破傷風混合トキソ

イド及び日本脳炎ワクチンにあっては、凍結し

ないよう留意すること。 

 

７～１１【省略】 

 

１２ 接種時の注意 

（１）ア～エ【省略】 

   オ ポリオ及び結核以外の疾病にかかる予

防接種にあっては、原則として上腕伸側に

火か接種により行う。接種前には接種部位

（別添２） 

     

     

     

    



ル消毒し、接種に際しては注射針の先端が

血管内に入っていないことを確認するこ

と。同一部位への反復しての接種は避ける

こと。 

   カ、キ【省略】 

（２）【省略】 

 

１３～１７【省略】 

 

１８ 他の予防接種との関係 

（１）乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥

弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワク

チン又は、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンを接

種した日から別の種類の予防接種を行うまで

の間隔は、２７日以上置くこと。沈降精製百日

せきジフテリア破傷風混合ワクチン、不活化ポ

リオワクチン、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを

接種した日から別の種類の予防接種を行うま

での間隔は、６日以上置くこと。 

（２）【省略】 

 

第２ 各論 

１ ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種 

（１）～（８）【省略】 

（９）第１期の予防接種の初回接種においては、発

熱等の予防接種不適当要因により、２０日から

５６日までの間隔で、接種が実施できなかった

者については、その要因が解消された後、政令

で定める接種の期間内に、速やかに実施した場

合、当該接種間隔を越えて接種したとしても、

接種間隔内における接種とみなすこととして

おり、定期予防接種として取り扱うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

をアルコール消毒し、接種に際しては注射

針の先端が血管内に入っていないことを

確認すること。同一部位への反復しての接

種は避けること。 

カ、キ【省略】 

（２）【省略】 

 

１３～１７【省略】 

 

１８ 他の予防接種との関係 

（１）三価混合の経口生ポリオワクチン、乾燥弱毒

生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻し

んワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン又は、

経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンを接種した日

から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、

２７日以上置くこと。沈降精製百日せきジフテ

リア破傷風混合ワクチン、乾燥細胞培養日本脳

炎ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合ト

キソイドを接種した日から別の種類の予防接

種を行うまでの間隔は、６日以上置くこと。 

（２）【省略】 

 

第２ 各論 

１ ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種 

（１）～（８）【省略】 

（９）第１期の予防接種の初回接種においては、発

熱等の予防接種不適当要因により、２０日から

５６日までの間隔で、接種が実施できなかった

者については、その要因が解消された後、政令

で定める接種の期間内に、速やかに実施した場

合、当該接種間隔を越えて接種したとしても、

接種間隔内における接種とみなすこととして

おり、定期予防接種として取り扱うものとす

る。なお、東日本大震災の発生によるやむを得

ない事情により２０日から５６日までの間隔

で、接種が実施できなかったものについては、

その要因が解消された後、政令で定める接種期

間内に、速やかに実施した場合、当該接種間隔

を超えて接種したとしても、接種間隔内におけ

る接種とみなすこととしており、定期予防接種



 

 

２ 急性灰白髄炎の予防接種 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として取り扱うものとする。 

 

２ 急性灰白髄炎の予防接種 

（１）対象者 

   急性灰白髄炎の予防接種は、生後３月に達し

た時から生後 18 月に達するまでの期間  を

標準的な接種期間として６週間以上の間隔を

置いて２回行うこと。 

（２）接種液の用法 

   経口生ポリオワクチンは、室温で融解した

後、よく振って混和させること。融解後にウイ 

 ルス力価が急速に低下することから、速やか

に接種すること。 

（３）接種液の輸送 

 ア 経口生ポリオワクチンの輸送には、ドライア

イスを入れたアイスボックス又はジャーを  

 用いること。 

 イ 融解した経口生ポリオワクチンを輸送する

場合は、所定の貯蔵条件を維持すること。 

（４）接種方法 

 ア 経口生ポリオワクチンの接種は、融解した経

口生ポリオワクチン 0.05 ミリリットルを  

消毒済みの経口投与器具で直接口腔内に注入

して接種させること。 

 イ 投与直後に接種液の大半を吐き出した場合

は、改めて 0.05 ミリリットルを接種させるこ

と。 

ウ いったん経口投与器具に取った接種液を速

やかに使用しなかった場合は、廃棄する   

こと。 

（５）接種方式 

     個別接種を原則とすること。この場合におい

ては、地域内の接種を１月の期間内で完了   

すること。 

（６）接種時の注意 

     下痢症患者には、治癒してから投与するこ

と。 

（７）保護者への情報提供 

     市町村は、保護者に対し、当該保護者が抗体

保有率の低い年齢層（昭和 50 年から昭和 52 年



 

 

 

 

 

（１）急性灰白髄炎の予防接種は、生後３月に達し

た時から生後 12 月に達するまでの期間を標準

的な接種期間として、20 日から 56 日までの間

隔を置いて３回行うこと。また、平成 24 年 9

月 1 日より、使用するワクチンを経口生ポリオ

ワクチンから不活化ポリオワクチンに切り替

えるため、当分の間、56 日以上の間隔を置い

て接種することができる。なお、現在、ワクチ

ン製造企業による国内臨床試験を実施中であ

り、４回接種（追加免疫）後の有効性、安全性

が確認されれば、４回目の接種についても定期

予防接種として実施する予定である。 

（２）平成 24 年 9 月 1 日より前に経口生ポリオワ

クチンを２回接種した者については、既に急性

灰白髄炎の定期予防接種を終了しているもの

とする。なお、平成 24 年 9 月 1 日より前に経

口生ポリオワクチンを１回接種した者につい

ては、急性灰白髄炎の定期予防接種を１回行っ

たものとする。 

（３）平成 24 年 9 月１日より前に海外等で不活化

ポリオワクチンを受けた者は、既に接種した回

数分の急性灰白髄炎の定期予防接種を行った

ものとして取り扱うことができる。 

（４）現在、ワクチン製造企業において、ジフテリ

ア、百日せき、破傷風及びポリオ混合ワクチン

の開発が進められており、本混合ワクチン導入

後において、沈降精製百日せきジフテリア破傷

風ワクチンの接種を受けていない者を対象と

して使用する予定である。 

 

３【省略】 

 

４ 日本脳炎の予防接種 

（１）～（３）【省略】 

（４）第１期の初回接種、附則第４条第２項及び附

までに生まれた者）に属する者又は予防接種の

未接種者であるときは、極めてまれに家庭内感

染の可能性がある旨及び被害救済制度に関す

る情報提供を行うこと。 

 

【新設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３【省略】 

 

４ 日本脳炎の予防接種 

（１）～（３）【省略】 

（４）第１期の初回接種、附則第４条第２項及び附



則第５条第３項による接種においては、発熱等

の予防接種不適当要因により、６日から２８日

までの間隔で、接種が実施できなかった者につ

いては、その要因が解消された後、政令で定め

る接種の期間内に、速やかに実施した場合、当

該接種間隔を越えて接種したとしても、接種間

隔内における接種とみなすこととしており、定

期予防接種として取り扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５【省略】 

 

様式第一～第五【省略】 

 

様式第五別表 

予防接種 臨床症状 接種後症

状発生ま

での時間 

ジフテリア 

百 日 せ き 

破 傷 風 

ポ リ オ 

日 本 脳 炎 

①アナフィラキシー 

②脳炎、脳症 

③その他の中枢神経症状 

④上記症状に伴う後遺症 

⑤局所の異常腫脹（肘を超える） 

⑥全身の発疹又は 39.0℃以上の発熱 

⑦その他、通常の接種ではみられない

異常反応 

24 時間 

7 日 

7 日 

＊ 

7 日 

2 日 

 

＊ 

麻 し ん 

風 し ん 

①アナフィラキシー 

②脳炎、脳症 

③その他けいれんを含む中枢神経症状 

④上記症状に伴う後遺症 

⑤その他、通常の接種では見られない

異常反応 

24 時間 

21 日 

21 日 

＊ 

 

＊ 

【削除】 

 

 

 

 

則第５条第３項による接種においては、発熱等

の予防接種不適当要因により、６日から２８日

までの間隔で、接種が実施できなかった者につ

いては、その要因が解消された後、政令で定め

る接種の期間内に、速やかに実施した場合、当

該接種間隔を越えて接種したとしても、接種間

隔内における接種とみなすこととしており、定

期予防接種として取り扱うものとする。なお、

東日本大震災の発生によるやむを得ない事情

により６日から２８日までの間隔で、接種が実

施できなかったものについては、その要因が解

消された後、政令で定める接種期間内に、速や

かに実施した場合、当該接種間隔を超えて接種

したとしても、接種間隔内における接種とみな

すこととしており、定期予防接種として取り扱

うものとする。 

 

５【省略】 

 

様式第一～第五 

 

様式第五別表 

予防接種 臨床症状 接種後症

状発生ま

での時間 

ジフテリア 

百 日 せ き 

破 傷 風 

日 本 脳 炎 

①アナフィラキシー 

②脳炎、脳症 

③その他の中枢神経症状 

④上記症状に伴う後遺症 

⑤局所の異常腫脹（肘を超える） 

⑥全身の発疹又は 39.0℃以上の発熱 

⑦その他、通常の接種ではみられない異

常反応 

24 時間 

7 日 

7 日 

＊ 

7 日 

2 日 

 

＊ 

麻 し ん 

風 し ん 

①アナフィラキシー 

②脳炎、脳症 

③その他けいれんを含む中枢神経症状 

④上記症状に伴う後遺症 

⑤その他、通常の接種では見られない異

常反応 

24 時間 

21 日 

21 日 

＊ 

 

＊ 

ポ リ オ ①急性灰白髄炎（麻痺） 

  免疫不全のない者 

  免疫不全のある者 

  ワクチン服用者との接触者 

②上記症状に伴う後遺症 

 

35 日 

1 年 

＊ 

＊ 



 

 

Ｂ Ｃ Ｇ ①腋窩リンパ節腫脹（直径１ｃｍ以上） 

②接種局所の腫瘍 

③骨炎、骨髄炎 

④皮膚結核（狼瘡等） 

⑤全身性播種性ＢＣＧ感染症 

⑥その他、通常の接種ではみられない

異常反応 

2 カ月 

1 カ月 

6 カ月 

6 カ月 

6 カ月 

 

＊ 

注１ 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当す

ると判断されるものは報告すること。 

① 死亡したもの 

② 臨床症状の重篤なもの 

③ 後遺症を残す可能性のあるもの 

注２ 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目（＊）

についての考え方 

① 後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味してお

り、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れたものは含ま

ないこと。 

② その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種

と医学的に関連あるか、又は時間的に密接な関連性がある

と判断されるものであること。 

 

 

 

 

注３ 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準

であり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と

直接結びつくものではない。 

 

様式第六【省略】 

 

③その他、通常の接種ではみられない異

常反応 

 

＊ 

Ｂ Ｃ Ｇ ①腋窩リンパ節腫脹（直径１ｃｍ以上） 

②接種局所の腫瘍 

③骨炎、骨髄炎 

④皮膚結核（狼瘡等） 

⑤全身性播種性ＢＣＧ感染症 

⑥その他、通常の接種ではみられない異

常反応 

2 カ月 

1 カ月 

6 カ月 

6 カ月 

6 カ月 

 

＊ 

注１ 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当す

ると判断されるものは報告すること。 

① 死亡したもの 

② 臨床症状の重篤なもの 

③ 後遺症を残す可能性のあるもの 

注２ 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目（＊）

についての考え方 

① 後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味してお

り、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れたものは含ま

ないこと。 

② その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種

と医学的に関連あるか、又は時間的に密接な関連性がある

と判断されるものであること。 

③ ポリオ生ワクチン服用者との接触者における急性灰白

髄炎（小児麻痺）は、接種歴が明らかでない者であっても、

ポリオワクチンウイルス株が分離された場合は対象に含

めること。 

注３ 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準

であり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と

直接結びつくものではない。 

 

様式第六【省略】 

 

※ 本改正案の適用日は平成 24 年 9月 1日 



平成２４年６月１日（金） 

厚生労働省健康局結核感染症課 

単独の不活化ポリオワクチンの導入について 

1 

資料２ 



 
■ 単独の不活化ポリオワクチン 
   一般名：不活化ポリオワクチン（ソークワクチン） 

 ◆サノフィパスツール株式会社製  
経過 ：平成２４年２月２３日 薬事申請  

  平成２４年４月１９日 薬事・食品衛生審議会医薬品第２部会にて承認の了承 
  平成２４年４月２７日 薬事承認 

販売名 ：イモバックスポリオ皮下注（予定） 
ラベルの色 ：白色                         （色はイメージ）  

  

■ ４種混合ワクチン 
   一般名：沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株由来）混合ワクチン 
   ラベルの色：ＰＡＮＴＯＮＥ® Ｙｅｌｌｏｗ ０１３１Ｃ          （色はイメージ）  

 ◆阪大微生物病研究会製  
経過 ：平成２３年１２月２７日 薬事申請 

  現在 薬事審査中 
 ◆化学及血清療法研究所製  

経過 ：平成２４年１月２７日 薬事申請 
  現在 薬事審査中 

使用するワクチン 
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【薬事承認上の用法・用量】 
 
■ 単独の不活化ポリオワクチン 
   ・通常、１回０．５ｍＬずつを３回以上、皮下に注射する。 
   ・接種上の注意：初回免疫については、生後３ヶ月から初回接種を開始し、３週間以上の 
    間隔をおいて３回接種する。なお、国内臨床試験を実施中のため、４回接種（追加免疫）後 
    の有効性及び安全性は現時点では確立していない。 
   ※３回接種時に薬事申請が行われたため、現時点では暫定的にこのような用法で承認 
    されており、４回接種のデータが整った際に見直される予定。 
  

■ ４種混合ワクチン 
   ・現時点で未定であるが、現在の３種（百日せき・ジフテリア・破傷風）混合ワクチンと同様に 
   なることが想定される。 
   ※参考：３種混合ワクチン 
     ・初回免疫  
       通常、１回０．５ｍＬずつを３回、いずれも３～８週間の間隔で皮下に注射する。 
     ・追加免疫  
       通常、初回免疫後６月以上の間隔をおいて、（標準として初回免疫終了後１２月 
       から１８月に達するまでの期間）０．５ｍＬを１回皮下に注射する。 

接種方法・接種間隔等 

3 



≪参考≫ 
 

【現行の予防接種法施行令（政令）、予防接種実施規則（厚生労働省令）、定期（一類
疾病）の予防接種実施要領（通知）上の対象年齢・接種間隔等】 
 
■ ポリオ 
    使用するワクチン ：三価混合の経口生ポリオワクチン ＜省令＞ 
    ・対象年齢 ：生後３月～９０月に至るまでの間にある者 ＜政令＞ 
     （標準的な接種期間 生後３月～生後１８月に達するまでの期間） ＜通知＞ 
    ・４１日以上の間隔をあけて２回経口投与 ＜省令＞ 
    ・接種量は毎回０．０５ミリリットル ＜省令＞ 
  

■ ジフテリア・百日せき・破傷風 
    使用するワクチン ：沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン ＜省令＞ 
 
   ● １期接種 
     ・対象年齢 ：生後３月～９０月に至るまでの間にある者 ＜政令＞ 
   ●１期初回接種 
     ・２０日から５６日までの間隔をおいて３回皮下に注射 ＜省令＞ 
      （標準的な接種期間 生後３月～１２月に達するまでの期間） ＜通知＞ 
     ・接種量は毎回０．５ミリリットル ＜省令＞ 
   ●１期追加接種 
     ・初回接種終了後６月以上の間隔をおいて１回皮下に注射 ＜省令＞ 
      （標準的な接種期間 初回接種終了後１２月～１８月に達するまでの期間） ＜通知＞ 
     ・接種量は毎回０．５ミリリットル ＜省令＞ 

4 



不活化ポリオワクチンの定期接種における接種間隔 

   

○ 対象年齢は、現在の生ポリオワクチンと同様とする。 
 

○ 不活化ポリオワクチン（単独・４種混合のいずれも）の接種間隔及び標準的な接種年齢は、 

  現在の３種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）ワクチンと同様とする。 

   接種間隔＜省令で規定する＞： 

    ・１期初回接種は、２０日から５６日までの間隔をおいて３回 

    ・１期追加接種は、初回接種終了後６月以上の間隔をおいて１回 

   標準的な接種年齢＜通知で示す＞： 

    ・１期初回接種は、生後３月～１２月に達するまでの期間 

    ・１期追加接種は、初回接種終了後１２月～１８月に達するまでの期間 

 

 

 

  

 

 

 

○ なお、上記にかかわらず、当分の間（３年程度）に限って、単独の不活化ポリオワクチンについては 

  ２０日以上の間隔をおいて、必要な回数（４回以内）の接種をできることとする。＜省令で規定する＞ 
  ※ これは、３種混合ワクチンの既接種者、生ポリオワクチンの１回既接種者や、国内未承認ワクチンの一部既接種者に 

   ついては、既に接種したワクチンとの関係で、接種間隔を一律に規定することが困難であることから、単独の 

   不活化ポリオワクチンの接種に当たっては、５６日以上の間隔をおいての接種を可能とするものである。 

  ※ この場合であっても、既接種のポリオワクチンと通算して３回目までの接種については２０日から５６日までの 

   間隔をおき、４回目の接種については、３回目の接種から６か月以上の間隔をおくことが望ましいものとする。 

   ＜通知で示す＞ 
 

○ 二種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認めた 

  場合に行うことができることとする。＜通知で示す＞ 

6か月
↓ ↓ ↓

IPV

18か月

1期追加接種 接種可能な期間

3か月 90か月30か月12か月

1期初回接種

↓
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複数のポリオワクチンの接種に関する対応 

   

 ○ 生ポリオワクチンを１回も接種していない者は、原則として単独の不活化ポリオワクチンを 

   ４回接種することとする。 ＜通知で示す＞ 

   ※ ４種混合ワクチン導入後は、３種混合ワクチン未接種者については、原則として４種混合 

   ワクチンを使用する。＜通知で示す＞ 

 

 ○ 生ポリオワクチンを１回接種した者については、４回の不活化ポリオワクチンの接種のうち１回 

   の接種を終えたものとみなし、残り３回の不活化ポリオワクチンの接種を行う。＜通知で示す＞ 

   ※生ポリオワクチンを１回接種した者は、既に３種混合ワクチンの接種を開始している者が大半   

   であると考えられることから、原則として単独の不活化ポリオワクチンを使用することとする（注）。 

    ＜通知で示す＞ 

 

 ○ ３種混合ワクチンを１回以上接種した者については、原則として単独の不活化ポリオワクチン 

   を使用することとする（注）。＜通知で示す＞ 

 

 ○ 生ポリオワクチンを２回接種した者については、追加接種不要とする。 ＜通知で示す＞ 

  

（注） 今後、国内における臨床研究によって、単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンを 

    併せて使用することについて、同等の効果が得られることが明らかになった場合には、４種混合 

    ワクチンの導入までに、「例外として、接種スケジュール上支障がない場合には、単独の不活化 

    ポリオワクチンと４種混合ワクチンの併用ができる」ことを周知することとする。 

6 



海外等で、国内未承認の不活化ポリオワクチンを 

一部接種した場合の対応 

   

 ○ 海外等で、国内未承認の不活化ポリオワクチンを接種した者については、医師の判断と保護 

   者の同意に基づき、 ４回の不活化ポリオワクチンの接種のうち、一部の回数の接種を終えた 

   ものとみなすことができ、残りの回数の不活化ポリオワクチンの接種を行う。 

     国内未承認の不活化ポリオワクチンを接種した者は、既に３種混合ワクチンの接種を開 

   始している者が大半であると考えられることから、原則として単独の不活化ポリオワクチンを 

   使用することとする（注）。 

 
（注） 今後、国内における臨床研究によって、単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンを 

    併せて使用することについて、同等の効果が得られることが明らかになった場合には、４種混合 

    ワクチンの導入までに、「例外として、接種スケジュール上支障がない場合には、単独の不活化 

    ポリオワクチンと４種混合ワクチンの併用ができる」ことを周知することとする。 
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接種歴に応じた対応のまとめ 

接種方法の原則

3種混合ワクチン 生ポリオワクチン 不活化ポリオワクチン

生ポリオワクチン、 ０ ０ ０ 【４種混合導入まで】

不活化ポリオワクチン 単独の不活化ポリオワクチンを

未接種者 ４回（初回３回、追加１回）接種

【４種混合導入後】

４種混合ワクチンを

４回（初回３回、追加１回）接種

１～４ ０ ０ 単独の不活化ワクチンを

４回（初回３回、追加１回）接種
（注）

生ポリオワクチン ー １ ０ 単独の不活化ポリオワクチンを

1回既接種者 ３回接種

１ １～２ 単独の不活化ポリオワクチンを

計３回となるよう接種

１ ３ 接種不要

不活化ポリオワクチン ー ０ １～３ 単独の不活化ポリオワクチンを

既接種者 計４回となるよう接種

０ ４ 接種不要

生ポリオワクチン ー ２ ー 接種不要

2回既接種者

（注）３種混合ワクチンを１回以上接種した者については、不活化ポリオワクチンの接種の際には原則として単独の不活化ポリオワクチンを

使用することとする。今後、国内における臨床研究によって、単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンを併せて使用することについて、

同等の効果が得られることが明らかになった場合には、４種混合ワクチンの導入までに、「例外として、接種スケジュール上支障がない場合には、

単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンの併用ができる」ことを周知することとする。

ワクチン接種回数
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不活化ポリオワクチンの導入時期 
   

 ○ 単独の不活化ポリオワクチンの定期接種としての導入は、平成２４年９月１日とする。 
 

 ○ 生ポリオワクチンは平成２４年９月１日より定期接種から外す。 

 

 ○ ４種混合ワクチンの定期接種への導入については、単独の不活化ポリオワクチンの導入後 

   できるだけ早期に導入を目指すこととし、４種混合ワクチンが発売され次第、導入する（１１月 

   目途）。 

 

 ○ 単独の不活化ポリオワクチンの導入後、４種混合ワクチンが未導入の段階においては、 

   ３種混合ワクチンの未接種者についても、単独の不活化ポリオワクチンと３種混合ワクチンを 

   併用することで対応する。 
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  薬事承認等 省令改正等 周知・体制構築 供給の確保・検定 

4月19日 
単独のポリオワクチンに
ついて、薬食審・医薬品
第２部会で承認了承 

      

4月23日 
 第３回不活化ポリオ 
ワクチンの円滑な導入に
関する検討会  

      

4月27日  
単独の不活化ポリオ 
ワクチンの承認 

  

5月 

6月         

７月         

8月    省令改正の公布   
  
 

 

9月 

予防接種 
実施規則 
改正等の 
手続き 

（パブリック 
コメントの 
実施等） 

国内での発売・流通(８月下旬） 

９月１日：単独の不活化ポリオワクチンの定期接種への導入 

市町村での
接種体制の

構築 
（医療機関 

との委託契約
等） 

概ね３か月 

生
産 
・ 

輸
入 

検
定
の
実
施 

包
装
等 

単独の不活化ポリオワクチン導入に向けた大まかなスケジュール 

市町村に対
する周知 

10 



ポリオ生ワクチン予防接種率 

第１回目 第２回目 第１回目 第２回目

平成２２年度 106.7% 94.1% 85.5% 98.0%

平成２３年度 87.1% 81.3% 70.4% 81.9%

※「平成２３年度秋、急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種率の調査結果」より
調査に回答した1,742市町村中、春・秋のシーズンに集中して実施した1,282市町村を集計

平成２４年３月１５日に公表したデータをさらに詳しく解析し、経口ポリオ第１回目接種率と第２回目接種率を算出

平成23年度、生ポリオワクチンの接種対象年齢に達しているが、接種を終了していない者　＝　約27.3万人

平成23年度、生ポリオワクチンを1回も接種していない者　＝　22.4万人
　平成23年の春に1回目の接種を受けていない者 12.9%　＝ 6.8万人

　平成23年の秋に1回目の接種を受けていない者 29.6%　＝ 15.6万人

平成23年度、生ポリオワクチンを1回接種した者　＝　4.9万人
　平成23年の春に２回目の接種を受けていない者（H22年の秋に1回目の接種を受けていない者を除く） 4.2%　＝ 2.2万人

　平成23年の秋に２回目の接種を受けていない者（H23年の春に1回目の接種を受けていない者を除く） 5.2%　＝ 2.7万人

※出生数を105.7万人として推計（平成23年の人口動態の年間推計より）

春
（４月～８月）

秋
（９月～１２月）
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不活化ポリオワクチン需要量および供給量 

◎単独の不活化ポリオワクチンを平成２４年９月、４種混合ワクチンを１１月に導入する 
こととした場合 （４種混合ワクチンの導入時期は未確定であることなどから、変動することがある） 

 
◎生後３か月以降に４週間の接種間隔で２回又は３回接種するとした場合 

平成24年度末時点での需給見通し

不活化ポリオワクチン需要量（対象者全員（注1）が接種するとした場合） 367.9万ドーズ＋α
（注2）

不活化ポリオワクチン供給予定量（平成24年度末） 477万ドーズ

（注1）平成23年度ポリオ接種対象者であったが接種終了していない者及び平成24年度ポリオ接種対象者（約１３３万人）

（注2）平成24年度春のポリオワクチン（1回目又は2回目）を接種しなかった者、海外等で国内未承認の不活化ポリオワクチンを
　　　 一部接種した者など。

※出生数を105.7万人として推計（平成23年の人口動態の年間推計より）
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厚生労働省 

◆ 丌 活 化ポ リ オワ クチ ン を 可能 な 限り 迅速 に 導 入で き るよ う取 り 組 んで おり 、 ２０ １ ２ 
 （平成２４）年９月の導入を予定しています。 

◆丌活化ポリオワクチン導入後は、定期予防接種における生ポリオワクチンの使用を中止する 
 予定です。 

不 活 化 ポ リ オ ワ ク チ ン の 導 入 は 、  

２ ０ １ ２ ( 平 成 ２ ４ ) 年 ９ 月 を 予 定 し て い ま す 。  

◆ポリオの流行のない社会を保つためには、ワクチンの接種が必要です。 

◆丌活化ポリオワクチンを導入するまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる人が増えると、 
 免 疫 をも た ない 人が 増 え 、国 内 でポ リオ の 流 行が 起 こっ てし ま う 危険 性が あ るた め 、 
 お住まいの市町村がご案内する時期に接種を受けることをおすすめします。 

不活化ポリオワクチンの導入まで、  

ポリオワクチンの接種を待つことは、おすすめできません。  

保 護 者 の み な さ ま へ 

◆日本では、２０００年にポリオの根絶を報告しましたが、世界には、今でも流行している地域 
 があり、渡航者などを介して感染はどの国にも広がる可能性があります。 
 ○パキスタン、アフガニスタンなどの南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国では、 
  今でも流行がみられます。 
 ○いったんポリオが根絶された中国やタジキスタンなどでも、最近流行が起こったことが 
  報告されています。 

◆このため、ポリオの根絶に向けて、世界中でワクチンの接種が行われています。 
 ○きちんとワクチンを接種し、ほとんどの人が免疫をもてば、海外でポリオが流行しても、 
  国内での流行を防ぐことができます。 

ポ リ オ ワ ク チ ン を 接 種 す る こ と が 、  

ポ リ オ を 予 防 す る 唯 一 の 方 法 で す 。  

ポ リ オ の 予 防 に は 、  

ポ リ オ ワ ク チ ン の  

接 種 が 必 要 で す 。  

資料４ 



■接種方法が変わります 

◆生ポリオワクチンは経口接種（口から飲む）でしたが、丌活化ポリオワクチンは皮下接種 
 （皮下に注射）となります。 
 
■４回（初回３回、追加１回）の接種が必要です 

◆生ポリオワクチンは、２回接種でしたが、丌活化ポリオワクチンは、初回接種として２０日 
 以上の間隔をおいて３回、また追加接種として初回接種終了後６か月以上の間隔をおいて１回、 
 合計４回の接種が必要です。 

◆海外等で既に丌活化ポリオワクチンを１～３回接種されている方については、丌足分の接種を 
 受けることができます。 
 
■初回接種は生後３か月から１２か月の間に受けましょう 

◆標準的な初回接種の接種年齢は生後３か月から１２か月です。 

◆生後９０月（７歳６か月）に至るまでの間であれば、過去に生ポリオワクチンを受けそびれた 
 方も、丌活化ポリオワクチンの定期接種を受けていただくことが可能です。 
 
■通年で接種できるようになります 

◆生ポリオワクチンによる定期接種は、多くの市町村で春・秋に行われてきましたが、丌活化 
 ポリオワクチン導入後は、多くの市町村で通年接種が可能になります。 

◆多くの市町村では、市町村（保健所）での集団接種から、医療機関での個別接種に変更される 
 予定です。 

不活化ポ リ オ ワ ク チ ンの定期接種 は 、  

こ の よ う に 行 い ま す 。  

◆生ポリオワクチンを１回接種した方は、２０１２（平成２４）年９月以降に丌活化ポリオ 
 ワクチンを３回接種することになります。 

◆生ポリオワクチンをすでに２回接種された方は、丌活化ポリオワクチンの追加接種は丌要です。 

不 活 化 ポ リ オ ワ ク チ ン 導 入 前 に  

１ 回 目 の 生 ポ リ オ ワ ク チ ン を 接 種 し た 方 は 、  

２ 回 目 以 降 は 不 活 化 ポ リ オ ワ ク チ ン を  

受 け る こ と に な り ま す 。  

◆ジフテリア・百日せき・破傷風・丌活化ポリオワクチン（DPT-IPV）の４種混合ワクチンは、 
 薬事承認申請が行われており、現在、薬事審査や供給の準備などが進められています。 

◆４種混合ワクチンも可能な限り迅速に導入できるよう取り組んでおり、２０１２（平成２４） 
 年１１月の導入を目指しています。 

４ 種 混 合 ワ ク チ ン （ D P T - I P V ） の 導 入 は 、  

２ ０ １ ２ （ 平 成 ２ ４ ） 年 1 1 月 を 目 指 し て い ま す 。  

【 】 ポ リ オ ワ ク チ ン に 関す る 情報 は 、 厚 生労働省 ホー ムペ ー ジ で ご 案 内 し て い ま す 。  

h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / k e n k o u / p o l i o / i n d e x . h t m l 



ど う す れ ば い い の ？ ポ リ オ ワ ク チ ン 

ポリオワクチンを 
 

まだ１回も 
受 け て い な い 

不 活 化 
ポリオワクチンを 

１ ～ ３ 回 
受 け て い る 

生ポリオワクチンを 
 

すでに２回 
受 け て い る 

生ポリオワクチンを 
 

すでに１回 
受 け て い る 

不 活 化 ワ ク チ ン を 
 

合 計 ４ 回 
 

受 け て く だ さ い 

不 活 化 ワ ク チ ン が 

合計４回となるよう 

残りの回数 を 

受 け て く だ さ い 

不 活 化 ワ ク チ ン は 
 

必 要 
あ り ま せ ん 

不 活 化 ワ ク チ ン を 
 

あ と ３ 回 
 

受 け て く だ さ い 

不活化ポ リオ ワ ク チ ンは 、 

初回接種３回＋追加接種１回、 

合計４回の接種が必要です。 

国内未承認の不活化ポリオ 

ワクチンの接種を開始されて 

いる方も、不足分を定期接種で

受けることができます。 

生ポリオワクチンをすでに２回 

接種されている方は、さらに 

不活化ポリオワクチンを接種 

する必要はありません。 

生ポリオワクチンを１回接種 

されている方は、合計３回の 

不活化ポリオワクチン接種が 

さらに必要です。 

★使用する不活化ポリオワクチンは、単独の不活化ポリオワクチンです。 
★不活化ポリオワクチンは、初回接種として２０日以上の間隔をおいて３回、追加接種として初回接種終了後６か月以上の間隔をおいて１回、合計４回の接種が必要です。 
★追加接種とは、生・不活化を問わず、全体を通して４回目となるポリオワクチンです。 
★３種混合ワクチンは従来通り受けてください。 
★平成24年9月1日の導入時点では4回目の追加接種は定期接種対象外です（現在国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定） 

単独の不活化ポリオワクチン導入 （平成２ ４年 ９月 １日予定 ）から 、 ４種混合ワクチン導入までの接種方法 



ポ リ オ ワ ク チ ン を 

ま だ １ 回 も 
受 け て い な い 

生 ポ リ オ ワ ク チ ン を 

す で に ２ 回 
受 け て い る 

生 ポ リ オ ワ ク チ ン を 

す で に １ 回 
受 け て い る 

不活化ポ リ オ ワ ク チ ン を 

１ ～ ３ 回 
受 け て い る 

 

不

活

化

ポ

リ

オ

ワ

ク

チ

ン
を 

 

１

回

受

け

て

い

る 

 

不

活

化

ポ

リ

オ

ワ

ク

チ

ン
を 

 

２

回

受

け

て

い

る 

 

不

活

化

ポ

リ

オ

ワ

ク

チ

ン
を 

 

３

回

受

け

て

い

る 

ど う す れ ば い い の ？ ポ リ オ ワ ク チ ン 
単独の不活化ポリオワクチン導入（平成２４年９月１日予定）から、４種混合ワクチン導入までの接種ステップ 

不 活 化 ワ ク チ ン  

      不 活 化 ワ ク チ ン  

      不 活 化 ワ ク チ ン  

      不 活 化 ワ ク チ ン  

生ワクチン１回目 生ワクチン１回目 

生ワクチン２回目 

不 活 化 ワ ク チ ン は 
必 要 あ り ま せ ん 

２ ０ 日 以 上 お い て ☆  

２ ０ 日 以 上 お い て ☆  

６ か 月 以 上 お い て ★  

２ ７ 日 以 上 あ け て 

☆２０日以上おいて（２０日から５６日までの間隔をおくことが望ましいです）     ★６か月以上おいて（１２か月から18か月の間隔をおくことが望ましいです）  
※平成24年9月1日の導入時点では4回目の追加接種は定期接種対象外です（現在国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定） 

 

初回接種として、生後３か月から生
後１２か月までに接種することが望ま
しいです。 

追加接種として、生・不活化を問わず、
全体を通して４回目となるポリオワク
チンは、初回接種終了後６か月以上
の間隔をおいてください。 



ポリオワクチンに関する Q＆A                 平成 24年 5月 14日版 

 

ポリオとポリオワクチンについて 

問１．ポリオってどんな病気ですか？ 

問２．日本ではもうポリオは発生していないのに、ポリオワクチンの接種が必要 

なのですか？ 

問３．生ポリオワクチンと不活化ワクチンはどう違うのですか？ 

問４．不活化ポリオワクチンはいつから接種可能となりますか？ 

 

今年８月までのポリオワクチンの接種について 

問５．今年の春の生ポリオワクチンは接種せず、不活化ポリオワクチン開始まで待

っていたほうがよいのですか？ 

 

今年９月以降の不活化ポリオワクチンの接種について問６．不活化ポリオワクチン

の接種回数・年齢・方法はどのようになりますか？ 

問７．生ポリオワクチンを受けたことがある場合、不活化ポリオワクチンを受けられ 

ますか？受ける必要がありますか？ 

問８．すでに海外等で不活化ポリオワクチンを受けている場合、平成２４年９月以

降に不活化ポリオワクチンの定期接種を受けられますか？ 



問９．不活化ポリオワクチンを、他のワクチンと同時接種できますか？他のワクチ

ンとの接種間隔は？ 

問１０．不活化ポリオワクチンの量は足りますか？ 

 

４種混合ワクチンについて 

問１１．４種混合ワクチンはいつから接種できますか？ 

問１２．単独の不活化ポリオワクチンよりも、４種混合ワクチンを受けた方がよいの

ですか？ 

問１３．単独の不活化ポリオワクチンを１回受けると、その後に４種混合ワクチンを 

受けられなくなりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポリオとポリオワクチンについて 

問１．ポリオってどんな病気ですか？ 

・ポリオは、人から人へ感染します。 

ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。増えたポ

リオウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感

染することもありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。 

 

・ポリオウイルスに感染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。  

ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らな

い間に免疫ができます。 

しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺があらわれ、その

麻痺が一生残ってしまうことがあります。 

麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、現在、残念な

がら特効薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用

するためのリハビリテーションが行われます。 

 

問２．日本ではもうポリオは発生していないのに、ポリオワクチンの接種が必要 

なのですか？ 

・予防接種によってポリオの大流行を防ぐことができました。 

 日本では、1960（昭和 35）年に、ポリオ患者の数が５千人を超え、かつてない大流行となりまし

たが、生ポリオワクチンの導入により、流行はおさまりました。1980（昭和 55）年の１例を最後に、

現在まで、野生の（ワクチンによらない）ポリオウイルスによる新たな患者はありません。 

 

・今でも、海外から、ポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があります。 

 海外では依然としてポリオが流行している地域があります。パキスタンやアフガニスタンなどの

南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国です。また、これらの国の患者からの感染により、タ

ジキスタン、中国など他の国でも発生したという報告があります。 

 ポリオウイルスに感染しても、麻痺などの症状が出ない場合が多いので、海外で感染したこと

に気がつかないまま帰国（あるいは入国）してしまう可能性があります。症状がなくても、感染した

人の便にはポリオウイルスが排泄され、感染のもととなる可能性があります。 

 

・ポリオに対する免疫をもつ人の割合が減ると、流行する危険があります。 

 仮に、ポリオウイルスが日本国内に持ち込まれても、現在では、ほとんどの人が免疫を持って

いるので、大きな流行になることはないと考えられます。シンガポール、オーストラリアなど、予防



接種率が高い国々では、ポリオの流行地からポリオ患者が入国しても、国内でのウイルスの広

がりがなかったことが報告されています。しかし、予防接種を受けない人が増え、免疫をもつ人の

割合が減ると、持ち込まれたポリオウイルスは免疫のない人からない人へと感染し、ポリオの流

行が起こる可能性が増加します。 

 

問３．生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンはどう違うのですか？ 

・生ポリオワクチンには、病原性を弱めたウイルスが入っています。 

「生ワクチン」は、ポリオウイルスの病原性を弱めてつくったものです。ポリオにかかったときと

ほぼ同様の仕組みで強い免疫ができます。免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオ

にかかったときと同じ症状が出ることがあります。 その他、麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）

のワクチン、結核のＢＣＧが生ワクチンです。 

 

・不活化ワクチンは、不活化した（殺した）ウイルスからつくられています。 

「不活化ワクチン」は、ポリオウイルスを不活化し（＝殺し）、免疫をつくるのに必要な成分を取

り出して病原性を無くしてつくったものです。ウイルスとしての働きはないので、ポリオと同様の症

状が出るという副反応はありません（ただし、発熱など、不活化ワクチンにも副反応はあります）。

その他、百日せき、日本脳炎のワクチンが不活化ワクチンです。 

 

問４．不活化ポリオワクチンはいつから接種可能となりますか？ 

・単独の不活化ポリオワクチンの導入は、平成２４年９月を予定しています。 

 平成２４年９月１日から生ポリオワクチンの定期予防接種は中止され、単独の不活化ポリオワ

クチンの定期接種が導入されます。 

 

  



今年８月までのポリオワクチンの接種について 

問５．今年の春の生ポリオワクチンは接種せず、不活化ポリオワクチン開始まで待

っていたほうがよいのですか？ 

・今でも、海外からポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があります。 

海外では依然としてポリオが流行している地域があります。パキスタンやアフガニスタンなどの

南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国です。また、これらの国の患者からの感染により、タ

ジキスタン、中国など他の国でも発生したという報告があります。 

ポリオウイルスに感染しても、麻痺などの症状が出ない場合が多いので、海外で感染しても感

染したことに気がつかないまま帰国（あるいは入国）してしまう可能性があります。症状がなくても、

感染した人の便にはポリオウイルスが排泄されて、感染のもととなる可能性があります。 

 

・9 月の不活化ポリオワクチン導入まで、ポリオワクチンの接種を待つことは、おすすめで

きません。 

不活化ポリオワクチンが導入されるまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる人が増える

と、免疫をもたない人が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう可能性が増加します。ポリオ

の流行のない社会を保つためには、ワクチンの接種が必要です。お住まいの市町村がご案内す

る時期にポリオワクチン接種を受けることをおすすめします。   



今年９月以降の不活化ポリオワクチンの接種について 

・不活化ポリオワクチンは、初回接種３回、追加接種１回、合計４回の接種が必要です。 

不活化ポリオワクチンの接種年齢・回数・間隔は、三種混合（DPT）と同じで、標準的な接種年

齢は、次のとおりです。 

 ・初回接種（３回）：生後３か月から１２か月に３回 （２０日以上の間隔をおく） 

 ・追加接種（１回）：初回接種から１２か月から１８か月後（最低６か月後）に１回 

なお、この期間を過ぎた場合でも、９０か月（７歳半）に至るまでの間であれば、接種ができます。

過去に生ポリオワクチンを受けそびれた方も、対象年齢内であれば、不活化ポリオワクチンの定

期接種を受けていただくことが可能ですので、接種されることをおすすめします。 

 

・不活化ポリオワクチンは、注射による接種です。多くの市町村で通年接種可能になりま

す。 

不活化ポリオワクチンは、注射による接種です。多くの市町村では、医療機関での個別接種と

なり、通年接種可能になる予定です。 

（生ポリオワクチンは、経口の（飲む）ワクチンで、多くの市町村では春・秋の接種シーズンに集

団接種が行われてきました。） 

 

問７．生ポリオワクチンを受けたことがある場合、不活化ポリオワクチンを受けられ 

ますか？ 

・不活化ポリオワクチン導入前に１回目の生ポリオワクチンを接種した方は、２回目以降

は不活化ポリオワクチンを受けることになります。 

 ２０１２（平成２４）年９月時点で、生ポリオワクチンを１回接種した方は、その後に、不活化ポリ

オワクチンを３回接種することになります。 

 

・生ポリオワクチンをすでに２回接種された方は、不活化ポリオワクチンの追加接種は不

要です。 

 

問８．すでに海外等で不活化ポリオワクチンを受けている場合、平成２４年９月以

降に不活化ポリオワクチンの定期接種を受けられますか？ 

・すでに不活化ポリオワクチンを１回～３回受けている場合でも、不活化ポリオワクチンの

定期接種を受けられます。 

 平成２４年９月１日以前に、海外等で不活化ポリオワクチンを１回～３回接種された方は、医師

の判断と保護者の同意に基づき、定期の不活化ポリオワクチン３回の初回接種のうち、既接種



の回数の接種を終えたものとして、残りの初回接種の回数と追加接種１回の不活化ポリオワクチ

ンを定期接種として受けることが可能です。 

 

・すでに不活化ポリオワクチンを４回受けている場合、不活化ポリオワクチンの接種は不

要です。 

 

問９．不活化ポリオワクチンを、他のワクチンと同時接種できますか？他のワクチ

ンとの接種間隔は？ 

・医師が特に必要と認めた場合は同時接種可能です。 

 

・１週間以上あければ他のワクチン接種が可能です。 

不活化ポリオワクチンを接種した日から、別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、６日以上

おく必要があります。 

また、不活化ポリオワクチンが接種できるのは、他の不活化ワクチン（三種混合ワクチン

（DPT）、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなど）を接種してから６

日以上、他の生ワクチン（BCG ワクチンなど）を接種してから２７日以上の間隔をおいてからで

す。 

 

問１０．不活化ポリオワクチンの量は足りますか？ 

・不活化ポリオワクチンについては、必要な量が供給される予定です。 

不活化ポリオワクチンは、平成２４年度内に接種希望者全員の接種を完了できるよう、十分な

ワクチンが供給される予定です。 

特定の時期に接種希望者が集中した場合、一時的に接種が受けにくくなる状況が生じることも

ありえますが、十分量のワクチンが順次製造・出荷されますので、年度内には接種を完了してい

ただける見込みです。  



４種混合ワクチンについて 

問１１．４種混合ワクチンはいつから接種できますか？ 

・平成２４年９月１日から接種可能となるワクチンは単独の不活化ポリオワクチンです。４

種混合ワクチンは、平成２４年１１月の導入を目指しています。 

ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ）の４種混合ワクチンは、承

認申請が行われており、現在、薬事審査や供給の準備などが進められています。４種混合ワク

チンも可能な限り迅速に導入できるよう取り組んでおり、平成 24 年 11 月の導入を目指していま

す。 

 

・この間は、単独の不活化ポリオワクチンと、３種混合ワクチン（DPT）を接種してください。 

単独の不活化ポリオワクチンが導入されてから、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ

ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ）の４種混合ワクチンが導入されるまでの間は、単独の不活化ポリオワクチ

ンと、３種混合ワクチンを接種していただくようお願いします。 

 

問１２．単独のポリオワクチンよりも、４種混合ワクチンを受けた方がよいのです

か？ 

・３種混合ワクチンの接種を遅らせることは危険です。 

乳児が百日ぜきにかかると、重症化し、命に関わることもあります。３種混合ワクチンは、生後

３か月を過ぎたらできるだけ早く接種することが望ましいです。 

 

・４種混合ワクチンの導入までの間は、単独の不活化ポリオワクチンと、３種混合ワクチン

（DPT）を接種してください。 

４種混合ワクチンの導入を待つことはせず、単独の不活化ポリオワクチンと、３種混合ワクチン

を接種していただくようお願いします。 

 

問１３．単独の不活化ポリオワクチンを１回受けると、その後に４種混合ワクチンを 

受けられなくなりますか？ 

・単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンを併用した場合の、有効性を確認する

ために臨床研究を実施しています。 

単独の不活化ポリオワクチンと、４種混合ワクチンに含まれる不活化ポリオワクチンとでは、成

分が異なっていることから、現時点では、これらを併用した場合に十分な効果があるかどうかは

分かっていません。現在、有効性を確認するために、国内で臨床研究を実施しています。 



国内の臨床研究によって単独の不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチンを併せて使用した場

合でも同等の効果が得られることが明らかになった場合には、単独の不活化ポリオワクチンと４

種混合ワクチンの併用（４回の接種のうち、一部の回数は単独の不活化ポリオワクチンを接種し、

残りの回数は４種混合ワクチンを接種すること）が可能になります。 

臨床研究の結果を踏まえ、４種混合ワクチンの導入までに、これらのワクチンを併用できるか

どうかをご案内する予定です。 
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